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熊本市の政令指定都市移行を実現させよう！

事業紹介事業紹介
■平成22年8月7日(土) ＰＲ用「うちわ」作成・配布とCM放送 ■平成22年6月22日（火）　第10回 熊本市行政区画等審議会 開催■平成22年6月22日（火）　第10回 熊本市行政区画等審議会 開催

■平成22年7月26日（月）　第11回 熊本市行政区画等審議会 開催■平成22年7月26日（月）　第11回 熊本市行政区画等審議会 開催■平成22年8月28日(土) 協議会役員改選

　平成２０年８月に設立した本協議会の役員の任期が今年の８月２７日に満了となりましたが、文書審議の結果、全会

員の同意を得て現役員の再任が決定しました。

　新役員（再任）は、下記の通りです。

■平成22年9月18日(土) アジアンホリデー inくまもとオープニングイベント
　「アジアン・シアター」にブースを出展
■平成22年9月18日(土) アジアンホリデー inくまもとオープニングイベント
　「アジアン・シアター」にブースを出展

熊本市の政令指定都市に向けた動き熊本市の政令指定都市に向けた動き

　崇城大学市民ホールで開催された「アジアン・シアター」

に政令指定都市を応援するブースを出展しました。

　参加者約１５００人に対し、平成２４年４月移行をめざ

す政令指定都市をＰＲするとともに、政令指定都市移行後

の５つの行政区に対する区名募集のＰＲを行いました。

　きよくま君も応援にかけつけ、区名の募集を呼びかけて

いました。

A

B
C

D

E

　政令指定都市に関する市民説明会が各市民セン

ター等１９箇所で開催され、約４００人の市民の皆

様にご参加いただきました。　

　たくさんの質問があり、特に区バスや区役所及び

出張所の機能についての質問が多くありました。

■平成22年7月24日（土）～8月4日（水）　政令指定都市に関する住民説明会

　９月６日から27日まで熊本市の区名案の募集が行われました。これから先私たちの生活に深く関わってくる区名で

す。今後は広く区名案を募集して、その募集結果を基に審議会において各区５つの区名の候補を選定し、１２月の意向

調査の結果を踏まえ、審議会で最終的に選定される予定です。どのような区名になるか楽しみです。

■平成22年9月6日（月）～9月27日（月）　区名案募集

　火の国まつりのイベント「火の国ダンススプラッシュ 2010」に

併せて広報媒体として「うちわ」を作成し、当日のイベント会場（び

ぷれす広場・交通センター「センターコート」）にて配布しました。

　また、このイベントに併せ、熊本シティエフエムにおいて本協議

会を紹介するCMを流しました。（CM放送期間＝8月16日から20

日まで）

　幸山熊本市長から審議会に対し、熊本市が政令指定都

市に移行する場合の行政区の名称についての諮問が行わ

れました。

　委員からは区名の案を公募する際の募集方法や選定の

基準などについて多くの意見が出されました。

　区名の選定方法や区名決定までのスケジュールにつ

いて審議が行われ、平成２３年２月までに答申を行う予

定で進めることが決定されました。

《区名決定までのスケジュール予定》
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区名案募集（9月6日～27日）

審議会で各区の区名候補を選定

意向調査（12月中）

審議会で区名案選定

平成23年2月　答申

《区名と住所について》

《選定の基本的な考え方》

政令指定都市の区の名称は住所の一部や登記事項として表示する必要があります。実際の住所表示では、現在の市名と
町名との間に「区名」が入るようになります。
（例）現在

熊本市手取本町1番1号

政令指定都市移行後
熊本市○○区手取本町1番1号

・簡潔で親しみやすく、区の特色を表し、政令指定都市「熊本市」にふさわしい名
称が選定されます。
・区の一体感の醸成が図られるものを考慮し選定されます。
・各区名は、全市的な総合性を考慮し選定されます。


